
審査順位 １ 

抽 出 案 件 説 明 書 

部局（課）名 建設部 建設課 

工 事 名 

【48】市道南島原自転車道線整備工事 南有馬 8工区 

【93】市道南島原自転車道線整備工事 有家 2工区 

【95】市道南島原自転車道線整備工事 北有馬 4工区 

【98】市道南島原自転車道線整備工事 有家 7工区 

抽 出 委 員  中村 良治 委員 、 岩本 公明 委員 

抽 出 理 由  

・【48】何故、落札候補者が事後審査申請提出せずの理由とその原

因。 

・全落札候補者が事後審査申請書を提出せず不落となるのは異例

である。いかなる理由によるのか。 

・上記案件の再入札分も含め入札参加者が 2 者に満たず、入札中

止となった案件が多数見られる。理由は何か。 

起 工 理 由  

【48】本事業は、鉄道跡地を自転車歩行者専用道路として整備し、市

民の日常生活を支える快適な自転車・歩行者の通行空間を確保し、自

転車を含めた通行の安全性の向上を測り、自転車を活用した市民の健

康増進や地域の魅力を巡りながら交流できる地域づくりを実現する

ものであり、本工事は、加津佐・南有馬工区 L=11.05km のうち、202ｍ

を整備するものである。 

【93】同上（下線部）堂崎・みずなし大橋工区Ｌ=10.0km のうち、196m 

を整備するものである。 

【95】同上（下線部）南有馬・堂崎工区Ｌ=１１．１㎞のうち６８１ｍ

を整備するものである。 

【98】同上（下線部）南有馬・堂崎工区Ｌ=１１．１㎞のうち４４３ｍ

を整備するものである。 

工 事 概 要  

 

【48】南有馬 8工区 

工事延長 L=202（202）m 計画幅員 W=4.0ｍ 法面保護工 A=160m2 

場所打擁壁工 V=112m3（L=100m） アスファルト舗装工 A=796m2 路

側防護柵工 L=138ｍ PC 橋工 N=1 箇所（L=5.1m） 現場打床版橋

工 N=2箇所（L=12.6ｍ） 

 

【93】有家 2工区 

工事延長 L=196（196）ｍ 計画幅員Ｗ=4.0ｍ 掘削工Ｖ=600ｍ3 

吹付法枠工Ｌ=945ｍ（モルタル吹付工Ａ=539ｍ2） 場所打擁壁工

Ｖ=58ｍ3 石・ブロック積工Ａ=41ｍ2 排水構造物工Ｌ=64ｍ ｱｽ

ﾌｧﾙﾄ舗装工Ａ=812ｍ2 路側防護柵工Ｌ=213ｍ 

 



 

【95】北有馬 4工区 

工事延長 L=681m(681m) W=4.0m 掘削工 V=240m3 法面保護工

A=1020m2 場所打擁壁工 V=270m3(L=426m) 側溝工 L=6m 

アスファルト舗装工 A=2910m2 

 

【98】有家 7工区 

工事延長 L=443m(443m) W=4.0m 掘削工 V=720m3 法面保護工

A=1170m2 場所打擁壁工 V=9m3(L=27m) 側溝工 L=116ｍ アスフ

ァルト舗装工 A=1770m2 路側防護柵工 L=290m 現場打床版工 N=2

箇所(L=13m) 

入 札 方 式 制限付一般競争入札 

入札参加資格 

（建設業許可に関する条件） 

 建設業法第３条に基づく、土木工事業に係る許可を有すること 

（営業所の所在地、格付等級等に関する条件） 

市内に主たる営業所（本社）を有する者  土木一式工事Ａ 

（年間平均完成工事高） １億５千万円以上 

入札参加資格 

設 定 の 経 緯 

理 由 

南島原市建設工事入札制度合理化対策要綱、南島原市建設工事 

一般競争入札実施要綱に基づき設定 

【48】令和 4年 5月 10日【93、95、98】令和 4年 6月 7日開催の

南島原市競争参加資格委員会で上記の参加資格要件を決定 

入札参加者数 【48】7者 【93、95】5者 【98】3者 

入 札 の 経 緯 

     【48】        【93、95、98】 

入札公告日 令和 4年 5月 13日  令和 4年 6月 10日 

開 札 日 令和 4年 5月 31日  令和 4年 6月 29日 

入 札 会 場     西有家庁舎（電子入札） 

入 札 結 果 

【48】南有馬 8工区 

全ての落札候補者（3 者）が落札候補者を辞退したため、不落 

【93】有家 2工区 

全ての落札候補者（1 者）が落札候補者を辞退したため、不落 

【95】北有馬 4工区 

全ての落札候補者（4 者）が落札候補者を辞退したため、不落 

【98】有家 7工区 

全ての落札候補者（1 者）が落札候補者を辞退したため、不落 

 

 

 

 


